
公益社団法人日本動物用医薬品協会

会員担当者各位

薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療

等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

さて、標記のことについて、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課より厚生労働省医

薬食品局長名で各都道府県等の関係者に通知された文書の写しが農林水産省消費・安全局

長宛にあった旨の連絡がありました。会員各位に添付してお知らせします。

事務連

平成26年3月

公益社団法人日本動物用医薬品協会

福井邦顕理事長

(公印省略)

絡

13日



公益社団法人日本動物用医薬品協会専務理事殿

薬事法第2条第 14項に規定する指定薬物及び同法第 76 条の4に規定する医

療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通会口)

このことについて、厚生労働省医薬食品局長より別添写しのとおり通知がありました

ので、御留意いただくとともに、貴会会員ヘの周知方船願いします。

事務連絡

平成26年3月11日

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課

薬事監視指導班長



農林水産省消費・安全局長殿
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薬事法第2条第H項に規定する指定薬物及び同法第76条の4 に

規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

厚生労働省医薬食品局長

(公印省略)

、

薬事法第2条第H項に規定する指定薬物等については、薬事法第2条第H項

に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令

(平成19年厚生労働省令第14号)において定めているところである。

本日、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及ぴ同法第76条の4に規定す

る医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第

18号)が公布されたことに伴い、各都.道府県知事、各保健所設置市長及び各特

別区長宛てに、別添写しの.と船り通知したので、,貴職におかれては、御了知の

上、関係機関に周知されるようお願いする。
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薬事法第2条第H項に規定する指定薬物及び伺法第76条の4 に

規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

薬事法(昭和35年法律第145号。以下 N却という。)第 2条第14項.に規定

する指定薬物等については、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法

第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第H

号)において定めています。

本日、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及ぴ同法第76条の4に規定す

る医療等の用途を定.める省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第

18号。以下「改正省令」という。)が別添のとおり公布さ,れましたので、下記

にっいて御了知の上、関係各方面に対する周知と適切な指導にづいて為願い申

レ上げます。

薬食発0306第 2 号

平成26年3月6日

厚生労働省医薬食品局長

(公・印省略)

1.指定薬物の指定

(1)新たに指定された物質

次に掲げる10物質について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の

作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、

かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれが

あると認められたことから、法第2条第H項に規定する指定薬物として指

定した。
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① 2-(3,4ージクロロフェニノW -2-(ピペりジンー2ーイル)酢酸メ

チノレエステル及ぴその塩類

② 1-(2,3 ージヒドロベンゾフランー 5 ーイノレ)プロパンー 2ーア

ミン及びその塩類

③ 1-(3,4でジメトキシフェニノレ)-2-(ビロリジンー1ーイノレ)ペン

タンー1ーオン及びその塩類

④ 2 -(2,5 ージメトキシフェニル)-N-(2 ヤメトキシベンジル)

土タンアミン及ぴその塩類

⑤ N-(ナフタレンー 1ーイル)- 1一ペンチノレー,1Hーインダゾーノレ

-3ーカルボキサミド及びその塩類

⑥ 1-フェニルー 2-(ビペりジンー 1ーイノレ)ブタンー 1ーオン及び

その塩類

⑦ 1-フェニルー 2 -(ビロリジンー 1ーイノレ)オクタンー 1 ーオン及

びその塩類

⑧ 2-(4 ーブロモー 2,5 ージメトキシフェニル)'-N-(2 ーメト

キシベンジノレ)エタンアミン及ぴその塩類

⑨ Nーメチルインダンー2ーアミン及ぴその塩類

⑩(Z)・ブN-[3 -(2 ーメトキシエチノレ)- 4,5 ージメチノレチア

ゾーノレー 2 (3 H)ーイリデン]- 2,2,3,3 ーテトラメチルシク

ロプロパンカルボキサミド及びその塩類

(2).指定された物質を含む物

(1)に掲げる物質のいずれかを含有する物(ただしヤ元来これらの物

質を含有する植物を除く。)は指定薬物であり、規制の対象となる。

2.医療等の用途の規定

上記1.に示した物質について、炊に掲げる用途を法第76条の4に規定す

る医療等の用途として定めた。

(1)次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途

①国の機関

②.地方公共団体及ぴその機関

③学校教育法.(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専

門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第Ⅱ2号)第2条第4項に

規定する大学共同利用機関

④独立行政法人通則法(平成Ⅱ年法律第W3号)第2条第1項に規定す

る独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第Ⅱ8号)第2

条第1項に規定する地方独立行政法人



(2)法第69条第4項に規定する試験の、用途

(3)法第76条の6第1項に規定する検査の用途

(4)犯罪鑑識の用途

(5)(1)から(4)までに掲げる用途のほか、以下の表の左欄に掲げる物
にあっては、右欄に掲げる用途

Nーメチノレインダンー2ーアミン、

その塩類及びこれ.らを含有tる物

(6)( D から・(5)までに掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に

対する危害の発生を伴う船それがないと認めた用途

3,施行期日

公布の旧(平成26年3月6 勵から起算して30日を経過した日(平成26年

4月5.日)から施行する。

4.改正省令の施行に当たっての留意事項

住)平成26年4月1'日から、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」

(平成25年法律第103号)の一部が施行され、指定薬物の所持等が禁止さ

れるため、研究者及びその他の者が、 1.に示した物・質を,、 2.(1)か

ら(5)までに掲げる用途以外の用途に供するために所持してい.る場合に

は、改正省令の施行日以降、規制の対象となることから、施行日前までに

当該物質を廃棄するよう指導されたい。な論、当該物質を廃棄する'ときは、

焼却による方法等当該物質を回収tることが困難となるような.方法で行う

よう指導されたい。

(2)(1),の揚合に浦いて、研究、業務等のため当該物質を継続して取り扱

うどとを必要とする事情がある場合には、施行日前までに、当該用途につ

いて、厚生労働大臣により2.(田に掲げる用途であることの確認を得

るよう指導されたい。なお、この確認を得るための手続江ついては「薬事

法第2条第H項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等

の用途を定める省令の制定について(通知)」(平成19年2月28日付け薬

食発第0228006号厚生労働省医薬食品局長通知)の別紙「指定薬物に係る

医療等の用途について」第3の2に準じて行うよう指導されたい。

(3)改正省令の施行日以降に1.に示した物質の所持等を発見した場合は、
所要の調査を行い、.状況に応じた措置をとられたい。

元素又は化合物に化学反応を起こさ

せる用途
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重
士
ハ
条
の
四
に
墾
オ
る
医
琴
の
用
途
を
定
め

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

、

霞
二
士
ハ
年
三
旦
ハ
日星

労
働
大
臣
昇
憲
久

釜
繁
二
重
四
項
に
規
定
す
る
甕
鴇

馨
果
築
士
ハ
条
の
四
に
規
定
す
る
医
番

の
用
途
姦
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

饗
釜
二
重
四
項
に
墾
す
る
"
1
馨

1
土
ハ
条
の
四
に
墾
す
る
医
擦
等
の
用
途
荏

め
る
省
令
(
1
年
臺
労
働
省
令
竿
四
号
〕
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
甫
専
を
第
百
十
号
と
し
、
笑
十
二
号
か

ら
笂
究
号
ま
で
を
十
=
子
っ
繩
り
下
げ
、
第
八
十
一

号
を
第
九
十
号
ど
し
、
同
号
の
次
に
次
の
冒
ザ
を
加
え
る
。

九
十
一
(
Z
)
 
1
N
1
 
[
三
ド
(
一
一
ー
メ
ト
キ
シ
エ

チ
ル
〕
1
四
・
五
ー
ジ
メ
チ
ル
チ
ア
ゾ
ー
ル
ー
ニ
(
三

H
)
ー
イ
リ
デ
ソ
]
ー
ニ
・
一
一
・
三
,
三
ー
テ
ト
ラ

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
ひ
そ

の
甑

第
一
帋
第
ハ
十
号
を
第
八
究
号
と
し
、
望
十
三

号
か
ら
等
究
量
で
を
九
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
望

十
二
号
を
第
八
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。八

十
一
 
N
ー
メ
チ
ル
イ
ン
ダ
ン
ー
ニ
ー
ア
ミ
ン
馨

そ
の
顎

0
法
覽
口
示
笂
十
七
号

坐
県
最
上
郡
真
室
川
町
蛋
保
存
の
次
の
跨
の
一

部
が
基
し
た
。
'

震
二
士
ハ
年
三
月
六
日

法
務
大
臣
谷
垣
禎
一

山
形
県
桑
郡
案
好
大
字
ー
ハ
百
四
十
五
番

蜜
藤
1

地

省

第
一
番
零
十
盲
方
を
第
七
究
号
と
し
、
茎
ハ
十

八
号
か
ら
築
十
号
ま
で
を
八
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
ハ

:
古
号
を
築
十
四
号
ど
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

七
十
五
二
1
 
(
四
ー
プ
ロ
モ
ー
一
一
・
五
!
ジ
メ
ト
キ

シ
フ
エ
ニ
ル
)
 
1
N
1
(
二
ー
メ
ト
キ
シ
ペ
ソ
ジ
ル
)

エ
タ
ン
ア
ミ
ン
馨
そ
の
塩
類

第
一
希
堕
ハ
士
ハ
号
を
第
七
十
三
号
と
し
、
第
五
十

九
号
か
ら
笙
ハ
十
五
号
ま
で
を
七
号
ず
つ
誓
下
げ
、
第

五
十
八
号
を
堕
ハ
十
Ξ
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号

を
加
え
る
。

六
十
四
一
 
1
フ
エ
ニ
ル
ー
.
ニ
ー
(
ピ
ベ
り
ジ
ン
、
ー

一
ー
イ
ル
)
プ
タ
ン
ー
」
'
ン
及
ひ
モ
の
墨

六
十
五
一
 
1
フ
エ
ニ
ル
ー
ニ
ー
(
ピ
ロ
リ
ジ
ン
ー

一
ー
イ
ル
)
オ
ケ
タ
ン
ー
一
'
ン
恐
そ
の
姦

第
一
1
五
t
号
を
第
ハ
十
二
号
と
し
、
第
五
十

一
,
一
号
か
ら
第
五
土
ハ
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
課
り
下
げ
、
第

五
十
一
号
を
第
五
十
吾
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
言
ぢ

を
加
え
る
。

五
土
ハ
 
N
1
 
(
ナ
フ
タ
レ
ン
ー
一
ー
イ
ル
)
 
1
一

ペ
ン
チ
ル
ー
一
 
H
ー
イ
ソ
ダ
ゾ
】
ル
ー
三
'
ル
ボ

キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

第
・
一
番
第
五
十
号
を
第
翌
十
四
号
と
し
、
第
四
士
ハ

号
か
ら
第
四
究
号
ま
で
を
四
叩
子
つ
繰
り
下
げ
、
第
四

十
五
号
を
第
四
十
七
号
と
し
、
同
号
の
決
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

四
十
八
一
 
1
会
一
・
四
ー
ジ
メ
ト
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
)
1

一
一
1
(
ピ
ロ
リ
ジ
ン
ー
一
ー
イ
ル
)
ペ
ン
タ
ソ
ー
一

オ
ン
馨
そ
の
為

四
究
二
1
(
一
一
・
五
ー
ジ
メ
ト
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
)
1

N
1
 
(
二
ー
メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
)
エ
タ
ン
ア
ミ
ン

馨
そ
の
島

第
一
番
第
四
十
四
号
を
第
四
士
合
=
と
し
、
第
四
十

三
号
を
第
四
十
五
号
と
し
、
第
四
十
二
号
を
第
四
十
四
号

と
し
、
第
四
十
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
十
ニ
ニ
ー
(
三
・
四
ー
ジ
ウ
冒
フ
エ
ニ
ル
)

ニ
ー
(
ピ
ペ
り
ジ
ン
ー
一
一
ー
イ
ル
)
磯
メ
チ
ル
エ

ス
テ
ル
及
び
そ
の
塩
類

四
十
三
一
 
1
 
(
二
・
三
ー
ジ
ヒ
ド
ロ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ

ン
ー
五
ー
イ
ル
)
プ
ロ
パ
ソ
ー
ニ
ー
ア
ミ
ン
馨
そ

の
鬻

第
二
棗
五
号
の
表
中
一
1
 
(
四
1
フ
ル
オ
ロ
フ
エ
ニ

ル
)
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
、
、
そ
の
ー
こ
れ
ら
を
含
有
す
る

物
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
一

令

官

告

第
二
条
の
一
一
第
一
項
馨
第
二
項
中
「
(
鴇
二
究
年

総
1
第
四
十
号
)
」
を
削
る
。

附
4

(
施
覇
日
)

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ー
す
る
。

1

(
経
過
井
色

2
 
こ
の
省
令
の
馨
の
易
に
三
1
 
Ξ
等
海
尉

又
は
三
薹
尉
以
上
の
自
響
の
ー
と
し
て
採
用

さ
れ
た
者
の
そ
の
ー
で
あ
る
問
の
野
額
は
、

改
正
後
の
防
1
員
給
え
留
第
一
条
の
規
定

忙
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

N
ー
メ
チ
ル
イ
ン
ダ

ン
ー
ニ
ー
ア
ミ
ン
、
そ

の
顎
恐
こ
れ
ら
を

含
有
す
る
物

附
則

と
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経

過
し
た
県
ら
施
行
す
る
。

1
令
第
三
号

防
響
の
職
員
の
曾
等
に
関
す
る
輪
(
鼎
二
十

七
年
ミ
ニ
百
六
土
ハ
号
)
第
四
条
四
硬
だ
し
書

の
規
定
に
基
づ
き
、
防
1
珍
1
則
の
一
部

を
改
正
す
る
帯
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

霞
二
土
ハ
年
三
月
六
日

防
契
臣
小
騨
五
典

1
員
曾
施
語
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

防
1
員
1
1
(
昭
和
四
十
四
翻
理
府

令
第
四
十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
.
条
の
見
出
し
を
「
(
Ξ
議
熨
三
等
欝
又
は
三

等
空
尉
以
上
の
ー
の
ー
ど
し
て
採
用
さ
れ
た
者

の
そ
の
ー
で
あ
る
問
の
籍
月
題
」
に
改
め
、

同

第
一
習
「
掲
げ
る
」
の
下
に
「
者
四
を
加
え
、

詞

各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
次
に
掲
げ
る
者
二
十
一
万
四
究
百
円

イ
防
奥
学
校
を
棄
し
た
者

口
一
儲
1
霞
(
火
卒
ミ
禽
(
自

ー
ー
(
谿
二
究
鴛
壽
令
第

四
十
号
Y
第
三
土
ハ
条
の
規
定
に
基
づ
語
更

臣
の
定
め
に
よ
契
学
(
学
1
 
(
霜
二

十
二
髪
璽
二
士
ハ
号
)
に
よ
る
李
(
短
期

奉
を
雫
t
 
。
〕
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
1
二
J
を
卒
業
し
た
者
又
は
こ
れ
忙
讐
す
る
と

能
め
ら
れ
る
者
を
対
象
と
し
た
採
用
試
験
を
い

う
J
に
厶
届
し
た
者

貸
費
学
生
(
自
鴛
施
打
令
(
器
二
ー

ハ

年
政
令
第
百
七
究
号
)
第
百
二
索
の
三
第
一

項
に
掘
す
る
貨
賀
量
を
い
う
。
次
号
ハ
に
お

い
て
同
じ
。
)
の
之
大
学
を
棄
し
た
者

二
次
亀
け
る
者
二
十
三
万
五
千
八
百
円

イ
鴨
癌
科
大
学
薹
粂
し
た
者

口
一
1
厘
發
(
院
1
(
自
衛

鷺
1
Ξ
士
ハ
条
の
墾
に
基
づ
語

ー
の
蛋
に
よ
り
大
学
院
(
学
讐
喜
に

よ
る
大
学
院
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
伺
じ
J
の
修

元
素
又
は
化
易
に
化

学
応
を
起
こ
さ
せ
る

.

示

士
課
尋
し
く
は
専
門
墜
学
院
(
同
症
に
ょ
る

専
門
1
撃
い
ら
。
)
の
課
程
を
隼
し
た
者

又
は
こ
れ
ら
忙
誓
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
討

魚
と
し
た
採
'
を
い
う
J
に
合
格
し
た
者

貸
1
の
う
ち
大
学
院
の
隼
羅
を
修
了

ハ

し
た
老

二
医
ミ
ー
試
験
、
ー
ゞ
生
試

験
又
は
藥
斉
1
1
試
験
(
自
促
施

無
則
第
三
士
ハ
条
の
規
定
に
基
づ
語
契
臣

,
の
定
め
に
よ
矣
学
に
お
い
て
季
、
懲
喜
し

く
は
薬
学
の
正
規
の
課
程
(
学
1
八
十

七
条
第
二
頃
に
規
定
す
る
も
の
桓
限
る
。
)
を
修
め

て
棄
し
た
者
又
は
こ
れ
に
習
す
る
と
認
め
ら

れ
る
喜
対
象
と
し
た
採
1
を
い
う
J
に
合

格
し
、
か
つ
、
医
師
国
家
試
験
、
欝
医
緬
国
家

武
験
又
は
薬
剤
師
国
症
鷲
に
厶
晶
し
た
者

第
一
雪
二
覆
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
 
1
と
し
て
有
用
な
経
験
を
有
す
る
と
量
臣

が
認
め
る
者
の
蕗
四
条
第
四
硬
だ
し
轡
に
規
定
す

る
防
霄
令
で
定
め
る
額
は
、
前
項
の
型
1
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
者
の
経
験
に
応
じ
、
二
十
四
万
千
八
百
円

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
防
衛
大
臣
の
定
め
る
額
と
す
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